
 

令和６年 １月１５日 

財 務 部 

 

（仮称）世田谷区用地取得基金の創設について 

 

 

１ 主旨 

区は、公用地及び公共施設用地等の取得に際しては、昭和４４年４月から、「用地

買収基金（基金の額１０億円以内）」を活用し、先行取得を行っていた。その後、当

時の厳しい財政状況を踏まえ、区として中長期的に安定した財政運営を図ることを

念頭に、基金の再編や整理を行うなど財源の効率的な活用を目指すこととなり、平

成１４年４月に、用地の取得については世田谷区土地開発公社で対応できるとして、

基金条例を廃止（廃止時の基金の額１，０００万円）した。 

以降、土地開発公社による代行買収をもって土地を先行取得し、特定財源が確保

できる状況となった時期に一般会計事業予算で買戻す手法で、確実な特定財源の確

保と単年度の投資的経費の平準化を図りながら、土地を取得してきた。 

土地開発公社での代行買収にあたっては、その事業費を借入によって調達し、借

入利息を含めて一般会計事業予算で買戻すことになるが、土地需要に伴う事業費の

増大により利息負担も増加し、令和元年度以降は、毎年の利息負担が３億円を超え

る状況となっている。 

金利上昇が見込まれる社会経済情勢の変化を見据え、公共施設等総合管理計画の

見直しによる都市基盤整備に伴う土地需要等に対応していくために、先行取得にお

ける資金調達手法の見直しを検討した。 

ついては、区の手元資金を活用して、新たに定額運用基金「（仮称）世田谷区用地

取得基金」を創設し運用することで、利息負担を軽減するとともに、多様な資金調

達手法により柔軟かつ迅速に土地需要に対応し、効率的で持続可能な財政運営に資

する。 

 

２ 基金の使途 

   公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある

土地の先行取得 

 

３ 基金の想定運用額 

   基金積立額は８０億円とする。 

その後、安定的な基金運用のために、財政状況に応じて積み増しを検討する。 

（付議の要旨） 

 公用若しくは公共に供する土地等の取得に活用するため、定額運用基金として新

たに「（仮称）世田谷区用地取得基金」を創設することを決定する。 
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４ 基金の財源 

   令和４年度一般会計決算収支による繰越金から、積立てを行う。 

 

５ 想定効果額 

８０億円を平均借入期間２．５年、現行利息１．５２５％で借入れた場合の利

息総額と比較すると、総額で約２億２，８００万円の削減となり、1 年間の削減額

は約９，１００万円となる。ただし、借入時期により利息額は変動するため、効

果額も変動する。 

その後、基金に積み増しされた額に応じて、効果額は増加する。 

 

６ 条例制定等について 

   本基金の創設にあたり、令和６年第一回区議会定例会に「（仮称）世田谷区用地

取得基金条例（案）」を提出する。（条例案は、別紙のとおり） 

 

７ スケジュール（予定） 

   令和６年２月 企画総務常任委員会（基金の創設及び条例案の提示） 

          第一回区議会定例会に条例案を提案 

       ３月 条例施行 
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（案） 

 

世田谷区用地取得基金条例 
 

（設置の目的） 
第１条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要があ

る土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、世田谷区

用地取得基金（以下「基金」という。）を設置する。 
（基金の額） 
第２条 基金の額は、８，０００，０００，０００円とする。 
２ 区長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して

積立てをすることができる。 
３ 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するも

のとする。 
４ 区長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の一部を処

分することができる。 
５ 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するもの

とする。 
（基金の運用） 
第３条 区長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなけ

ればならない。 
（基金の管理） 
第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 
（運用益金等の整理） 
第５条 基金の運用から生ずる収益及び管理に要する経費は、世田谷区一般会計歳入

歳出予算に計上して整理する。 
（繰替運用） 
第６条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 
（委任） 
第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

 

別 紙 
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